
日ＥＵ・ＥＰＡ及びＴＰＰ１１

酒類分野等における合意内容について
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【関税撤廃】
（日本からの輸出） 酒類、たばこ、塩：全品目を即時撤廃
（日本への輸入）
＜酒類＞
・ワイン（ボトルワイン、スパークリングワイン等）：即時撤廃
・清酒、焼酎等：１１年目に撤廃
＜たばこ＞
・紙巻たばこ：協定税率として無税（現在、暫定税率で無税）

・紙巻たばこ以外：段階的に撤廃
＜塩＞
・精製塩：１１年目に撤廃

【地理的表示（ＧＩ）】

 ＧＩ「日本酒」などの酒類ＧＩの相互保護により、日本産酒
類のブランド価値を向上させ、輸出促進

（注） 国レベルのＧＩとして「日本酒」を指定（平成27年12月）

（参考） 日本の酒類ＧＩ

焼酎： 壱岐（長崎県壱岐市）、球磨（熊本県球磨郡及び人吉市）
、 薩摩（鹿児島県（奄美市及び大島郡を除く））、琉球（沖縄県）

清酒： 日本酒（日本国）、白山（石川県白山市）、山形（山形県）

ワイン： 山梨（山梨県）

【非関税措置】

日本産酒類の非関税措置（「日本ワイン」の輸入規制、単式蒸留焼酎の容器容量規制）を撤廃し、ＥＵ市場を新規開拓

① 「日本ワイン」の輸入規制（醸造方法・輸出証明）の撤廃

・ これまで、ＥＵ域外からＥＵ域内への輸出は、ＥＵワイン醸造規則に適合したものしか認められず、適合している旨の公的機
関による証明書を義務付け

⇒ 新たに、ＥＵは「日本ワイン」の醸造方法を容認（補糖、補酸、ぶどう品種の承認等）

⇒ 協定発効後は、「日本ワイン」の自由な流通・販売が可能。また、業者の自己証明の導入により、コスト負担が軽減

（参考） 「日本ワイン」とは、国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造した果実酒。国際的な認知の向上等のため、ワインの表示ルールとして新たに「果実酒
等の製法品質表示基準」を制定（平成27年10月）

② 単式蒸留焼酎の容器容量規制の緩和

・ これまで、700㎖や1,750㎖等の決められた容量以外の容器は流通不可

⇒ 協定発効後は、焼酎の四合瓶や一升瓶での輸出が可能

日ＥＵ・ＥＰＡ 市場アクセス交渉等の最終結果
平成２９年７月６日

財 務 省

ＥＵ関税や輸入規制の撤廃、日本ＧＩの保護を通じ、日本産酒類の競争力を高め、新たな市場を確保



日ＥＵ・ＥＰＡ 交渉結果（ワイン）

ＥＵ関税や日本ワインの輸入規制撤廃、日本GIの保護により、日本ワインの競争力を高め、新たな市場を確保

・ ボトルワイン：0.154ユーロ/L （約20円）
・ スパークリングワイン ：0.32ユーロ/L （約41円）
・ ボトルワイン：67円～125円/L
・ スパークリングワイン：182円/L 

○ ＥＵワイン醸造規則に従って製造されたもののみが流通可能

⇒気候・風土の相違等により、ほとんどの日本ワインはEUワイ
ン醸造規則を満たすことが困難

＜主なEUワイン醸造基準＞
・ 補糖量（2.5%～5%以下に制限）、補酸量（2.5g/L以下に制限）
・ ブドウ品種（ｳﾞｨﾆﾌｪﾗ種及びそのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ種に限定）

※ ｳﾞｨﾆﾌｪﾗ種とは、シャルドネ、メルロー等

酒類GIの相互保護により GI「山梨」のEU域内での保護を確保
⇒模造品等の流通が防止され、ブランド価値向上が期待できる
※ 日本側もＥＵのＧＩ（「シャンパン」、「ボルドー」等139名称）を保護（日本
の業者にとっての激変緩和措置として、５年間GIの先使用を認める）

○ ＥＵワイン醸造規則に従っている旨の証明書の添付の義務
⇒証明書取得の金銭的、時間的な負担

・ 輸出するロットごとに証明書の添付義務
・ ＥＵ登録機関（独立行政法人酒類総合研究所）が業者から醸造に
関する書類や分析用ワインを受け取り、証明書を発行
※ 証明書発行手数料：１ロットにつき27,100円

ＥＵは補糖量など独自の基準を定めているため、国際的なルール
を踏まえて定義した日本ワインであっても輸出ができない

主要なワイン添加物について、日EUそれぞれが申請手続きを開始
⇒国内ワイン業者にとっても、EUで承認されたワイン添加物が使用

できるようになると期待 (日本側25品、EU側28品。日本側は国税庁が
ＥＵ企業に代わり厚労省に承認申請)

現 状 交渉結果

関税

非関税措置

○ ＥＵは、日本ワイン（国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製
造された果実酒）の醸造方法を容認

⇒ＥＵワイン醸造規則によらず、日本ワインであれば輸出可能

※ 「日本ワイン」は、国税庁が「酒税の保全及び酒類業組合等に関する
法律」に基づく「果実酒等の製法品質表示基準（平成27年10月国税庁告
示第18号）」により定義

○ 業者の自己証明を導入

⇒金銭的、時間的な負担を大幅に軽減

※ 日本ワインの名声保護や証明書の偽造防止等の観点から、酒類総
研が自己証明が適切に行われていることを確認する予定（実施方法の
詳細については今後調整）

ＥＵ仕様で製造しなくても、多くの国内向け日本ワインをそのまま
自己証明を付して輸出できるようになる

日本が指定したＧＩはＥＵでは保護されない
※ ワインでは「山梨」を指定済み

日本でワインに使用できる添加物が、ＥＵでは承認されていない

EU側

日本側

※アルコール度により異なる。
14度の場合を例示 ワインの関税を即時撤廃

ワインの関税を即時撤廃

地理的表示（GI:Geographical Indication）

ワイン添加物

EU側

日本側

ＥＵへのワイン輸出量（平成28年）：10KL、15百万円



ボトルワイン

46.6%

スパークリング

ワイン
8.7%

バルクワイン

15.0%

日本ワイン
3.7%

その他
26.1%

国内分
（29.7%）

輸入分
（70.3%）

（参考）日本ワイン

○ 国産ぶどうのみから醸造された「日本ワイン」は、近年、国際的なコンクールで受賞するほど高品質なものが登場していること
等を背景に消費が拡大。また、地域振興等を通じて、新たな「日本ワイン」造りへの参入も期待できる成長産業である。
○ 国税庁では、日本ワインの国際的な認知の向上や消費者の商品選択が容易になるよう、国際的なルールを踏まえたワイン
の表示ルールとして「果実酒等の製法品質表示基準」を平成27年10月に制定。あわせて、地理的表示制度の活用を図るため、
地理的表示の指定要件の明確化や、消費者に分かりやすい統一的な表示をルール化する「酒類の地理的表示に関する表示基
準」を平成27年10月に改正。これらを通じ、日本ワインの健全な発達を促しているところ。
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果実酒製造場数の推移

都道府県
果実酒製造免許場数

内 平成27年新規免許場数

山梨 87 2

長野 36 6

北海道 34 7

山形 14 0

新潟 13 1

その他 183 18

合計 367 34

主要な産地における果実酒製造場数
果実酒製造場数

地理的表示「山梨」
○ 平成25年７月にワインの地理的表示「山梨」を指定
○ 平成27年10月に改正した新制度に基づき、平成29年６月に生産基

準を見直し。今後、酒類とその産地との繋がりが今まで以上に明確
になるため、地域ブランドとしての付加価値の更なる向上に繋がる
・ 酒類の官能的な特性を明確化
⇒ぶどう本来の香りや味わいといった品種特性がよく現れたバランスの良い

ワイン

・ ぶどう品種を適切に特定
⇒甲州やマスカット・ベーリーＡなど42品種を特定 等

国内市場におけるワインの流通量の構成比



（参考）主要国からのボトルワインの輸入状況

2008年
（日チリEPA発効翌年）

2016年

輸入量(KL) シェア 輸入量(KL) シェア

ＥＵ 85,872 72.2% 101,801 59.1%

フランス 49,982 42.0% 45,711 26.5%

イタリア 22,807 19.2% 32,093 18.6%

スペイン 8,811 7.4% 19,403 11.3%

ＥＵ以外 33,065 27.8% 70,594 40.9%

アメリカ 7,739 6.5% 6,572 3.8%

オーストラリア 7,352 6.2% 6,922 4.0%

チリ 13,293 11.2% 50,535 29.3%

（注１）日チリEPAにより、チリ産ワインは段階的に関税撤廃。2019年にはゼロ関税。

（注２）日豪EPAにより、豪州産ワインは段階的に関税撤廃。2021年にはゼロ関税。



日本が指定したＧＩはＥＵでは保護されない

⇒日本以外の他国で製造された清酒（sake）であっても日本酒と
称して販売することができる

※ 清酒では国レベルのＧＩとして「日本酒」（日本の米を原料とし日本国
内で製造された清酒）を指定済み
また、地域レベルのＧＩとして「山形」 、「白山」を指定済み

※ 焼酎では「壱岐」、「球磨」、 「薩摩」 、「琉球」を指定済み

蒸留酒の容器容量規制

⇒ＥＵへの輸出専用として、ビンの調達や瓶詰設備等の追加的な
投資負担

・ 700mlや1,750ml等の決められた容量以外では流通・販売ができない
・ 日本で流通する焼酎は、主に四合瓶（720ml）や一升瓶（1,800ml）

日ＥＵ・ＥＰＡ 交渉結果（清酒・焼酎）

ＥＵ関税や容器容量規制の撤廃、日本ＧＩの保護を通じ、清酒・焼酎の競争力を高め、新たな市場を確保

・清酒 ： 0.077ユーロ/L（約10円）
（焼酎は無税）

・清酒 ： 70.4円/L 
・焼酎 ： 16％（従価税）

酒類GIの相互保護により清酒、焼酎のEU域内での保護を確保

⇒ＧＩ日本酒が保護されることにより、日本酒と他国で製造された
清酒がＥＵ域内で差別化されるなど、将来に渡り日本酒のブラ
ンド価値保護が実現される

※ 日本側もＥＵのＧＩ（「シャンパン」、「ボルドー」等139名称）を保護（日本
の業者にとっての激変緩和措置として、５年間GIの先使用を認める）

清酒の関税を即時撤廃

清酒・焼酎の関税を11年目に撤廃（段階的撤廃）

現 状 交渉結果

関税

清酒・焼酎の輸出は、米国、東アジア等に比べてEU向けは少ない
※清酒の輸出量（平成28年）：19,737KL、15,581百万円

（内EU向け ：1,605KL、1,085百万円）
※焼酎の輸出量（平成28年）：3,834KL、1,954百万円

（内EU向け：28KL、26百万円）

清酒の関税や焼酎の容器容量規制の即時撤廃及びGI「日本酒」等
の保護により、EU向け輸出の拡大を期待

非関税措置

単式蒸留焼酎の容器容量規制の緩和

⇒単式蒸留焼酎について、日本で流通する四合瓶や一升瓶の輸
出が可能

地理的表示（GI:Geographical Indication）

EU側

日本側

EU側

日本側



○ 日本産酒類の輸出拡大に向け、ＥＵ関税や輸入規制の撤廃、我が国のＧＩ保護を確保。 日本
産酒類にとって、５億人の巨大なＥＵ市場を新たに開拓するという意義。こうした輸出拡大のチャ
ンスを活かすことが重要。

○ 日本産酒類の競争力強化のため、日本産酒類の情報発信や輸出環境整備、技術支援等の
ための措置を一層講じることが必要。

（億円）

最近の日本産酒類の輸出動向

日ＥＵ・ＥＰＡ 日本産酒類の輸出支援等について

＜日本産酒類の情報発信＞

・ 伊勢志摩サミットやリオ・オリンピック・パラリンピックなどの機会に合わ
せ、日本産酒類ＰＲベースを出展し、国税庁職員を派遣するなど、各国
要人・プレスが集まる機会を活用し、日本産酒類のＰＲを実施。

＜輸出環境整備＞

・ ブランド価値向上に有効な表示ルールの活用促進を図るための一般向
けセミナー、シンポジウムなどを開催。

＜技術支援＞

○ 品質・技術の向上
・ 全国及び各国税局で酒類鑑評会を開催し、品質評価等を実施
・ 日本ワインの競争力強化に向けた技術開発を実施

○ 人材育成、生産システムの改善
・ 酒類総研による醸造講習の実施
・ 杜氏制度に代わる酒造りのモデルを国税庁が提案

これまでの主な輸出支援等
（国税庁と酒類総研）


Graph1

		19		19		19		19		19		19

		20		20		20		20		20		20

		21		21		21		21		21		21

		22		22		22		22		22		22

		23		23		23		23		23		23

		24		24		24		24		24		24

		25		25		25		25		25		25

		26		26		26		26		26		26

		27		27		27		27		27		27

		28		28		28		28		28		28



390

190

294

251

207

179

154

168

157

430

清酒

ビール

ウイスキー

リキュール

しょうちゅう・
その他の蒸留酒

その他
（ボトルワイン等）

（年）

7047.506

2812.513

1192.246

1586.376

1902.577

1178.996

7676.296

2998.267

1428.314

1649.593

2105.567

912.839

7184.075

2698.85

1551.869

1484.859

1814.558

664.872

8500.076

3181.71

1717.659

1691.657

1952.743

813.64

8776.009

3799.359

1983.718

1839.273

1713.656

920.529

8945.976

4475.131

2477.396

2052.826

2048.281

660.029

10523.576

5448.796

3980.286

2544.527

1998.961

600.89

11506.945

6583.697

5849.735

2797.44

1936.99

675.878

14011.241

8549.797

10378.039

3356.205

1900.987

832

15581

9489

10844

4211

1954

916



Sheet1

				清酒 セイシュ		ビール		ウイスキー		リキュール		しょうちゅう・
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				2208.90-900		1324508		335543				清酒 セイシュ		16,314												ポーランド		30349

				総計		87796007		29350685																		カンボジア		23817

																										カザフスタン		21315

																										デンマーク		21082

				年（暦年）		2013																				イスラエル		20413

																										モンゴル		18128

						値																				エストニア		15643

				行ラベル		合計 / 累計第２数量（ℓ）		合計 / 累計金額（千円）																		パナマ		12223

				2203.00-000		46511691		5448796																		ミャンマー		11500

				2204.10-000		197		256																		レバノン		11062

				2204.21-000		206392		107583																		ウクライナ		10765

				2204.29-000		30013		10309																		ポルトガル		10087

				2204.30-000		100		3120																		フィンランド		9415

				2205.10-000		4519		2438																		カタール		8961

				2206.00-200		16202201		10523576																		アイルランド		8788

				2206.00-900		1540341		386502																		アルゼンチン		8325

				2208.20-000		20219		45270																		インド		7710

				2208.30-000		2757277		3980286																		北マリアナ諸島（米）		7436

				2208.40-000		2184		5630																		ウズベキスタン		5281

				2208.50-000		351		206																		バーレーン		5161

				2208.60-000		43260		39576																		南アフリカ共和国		4136

				2208.70-000		6199400		2544527																		チェコ		3919

				2208.90-100		2655906		1707375																		パラオ		3092

				2208.90-900		1023385		291586																		スリランカ		2816

				総計		77197436		25097036																		モルディブ		2042

																										ラオス		1929

																										ミクロネシア		1831

																										マーシャル		1455

																										オーストリア		1396

																										ギリシャ		990

																										ルクセンブルク		950

																										ドミニカ共和国		821

																										チリ		570

																										トルコ		503

																										ノルウェー		493

																										ニューカレドニア（仏）		383

																										ケニア		374

																										パラグアイ		338

																										サウジアラビア		259

																										アゼルバイジャン		253

																										モーリシャス		244

																										リトアニア		240

																										ウガンダ		220

																										総計		29350685







ＴＰＰ１１物品市場アクセス交渉（酒、たばこ、塩）の主な結果

①我が国の主な譲許内容
＜酒類＞
・ボトルワイン ： ８年目に関税撤廃
・清酒、焼酎 ： 11年目に関税撤廃
＜たばこ＞
・紙巻たばこ ：協定税率として無税 （現在は、暫定税率で無税）
・葉巻たばこ ： 11年目に関税撤廃
＜塩＞
・精製塩 ： 11年目に関税撤廃

②酒類の輸出に係る外国の譲許内容
全参加国において、関税撤廃 （例えば、カナダ：清酒・焼酎の関税を協定発効時に撤廃）

①酒類の輸出に係る米国の譲許内容
清酒の関税を協定発効時に撤廃
②その他（非関税障壁の撤廃等）
・米国における蒸留酒の容器容量規制の改正
蒸留酒（焼酎・ウイスキー等）の容量は、750ml等に限定されているが、この規制改正に向けた手続を進める
ことに合意。改正されれば、４合瓶（720ml）等でそのまま米国に輸出することが可能となる見込み。
・米国における日本産酒類の地理的表示の保護

我が国が地理的表示制度で指定している酒類と、米国における特産酒類（バーボン等）を、日米両国が適切
に保護するための手続を進めることに合意。

（参考）ＴＰＰ12における酒類の輸出に係る米国の譲許内容等
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